
調剤基本料と薬剤服用歴の活用について
当薬局の調剤基本料は以下の通りです。また、患者様が薬を安心して安全にご使用いただ
けるよう、薬の使用履歴（薬剤服用歴）を活用しています。この履歴に基づき、薬の服用方
法や市販薬との相互作用について説明し、その内容を記録しています。

※患者様の個人情報は、当薬局の個人情報の保護方針に基づき厳重に管理いたします。もし疑問やご質
問がありましたら、遠慮なく当薬局のスタッフにご相談ください。

調剤基本料１・・・・・・・・・・・・・47点
地域支援・医薬品供給対応体制加算３・・67点
連携強化加算・・・・・・・・・・・・・5点
バイオ後続品調剤体制加算・・・・・・・50点
在宅薬学総合体制加算１・・・・・・・・30点
電子的調剤情報連携体制整備加算 ・・・ 8点

当薬局では、医療の透明化と患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の
際に、「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行しております。

明細書の発行を希望されない場合は事前に申し出てください。
※平成30年より公費負担医療で自己負担が発生しない患者様についても明細書の発行が義務付けられております。

医薬品取引価格の妥結率は5割以上で、地方厚生局に報告済みです。特定医療機関からの賃貸関係はありません。後発医薬品の調剤率
は85％以上です。非常時対応のための連携体制が整えています。


